
介
護
度

負担
割合

介護サービス
利用料 居室料 食費 光熱水費 合計

※１　医療費、薬剤費、個人購入品等は実費を徴収させていただきます。

要
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護
５

２
割

57,694 148,364

３
割
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１
割

32,450

38,750 40,920 11,000

123,120

２
割

64,900 155,570

３
割

97,350 188,020

令和7年4月1日より適用

要
支
援
２

１
割

28,847

38,750 40,920 11,000

119,517

要
介
護
４

１
割

31,788

38,750 40,920

122,458

２
割

63,576 154,246

３
割

95,364 186,034

11,000
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護
３

１
割

31,163

38,750 40,920

121,833

２
割

62,326 152,996

３
割

93,489 184,159

11,000
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護
２

１
割

30,318

38,750 40,920

120,988

２
割

60,636 151,306

３
割

90,954 181,624

11,000

１か月（３１日）あたりの施設利用料

２
割

57,988 148,658

３
割

86,982 177,652

グループホームかじかの里

認
知
症
共
同
生
活
介
護
・
個
室

要
介
護
１

１
割

28,994

38,750 40,920 11,000

119,664



負担割合1割 負担割合2割 負担割合3割

職
員
配
置

◎ 22 44 66

30 60 90

◎ 10 20 30

◎ 40 80 120

120 240 360

246 492 738

処
遇
改
善

◎ 18.6% 18.6% 18.6%

※１…◎は常時加算、空白は発生時や対象となる場合に加算となります。

加算項目一覧表
グループホームかじかの里

加算名
金額

加算要件

令和7年4月1日より適用

介護職員等
処遇改善加算Ⅰ

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金改
善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た施設が、入
所者に対しサービスを行った場合。
【介護サービス費】＋【処遇改善加算以外の加算】×0.186で算出

サービス提供体制
強化加算Ⅰ

事業所の介護職員のうち、同一法人に勤続7年以上の職員が占め
る割合が30％以上の場合

そ
の
他

初期加算 入所開始日から30日以内の期間に加算

若年性認知症
入所者受入加算

若年性認知症の方を受け入れ、サービスを提供した場合

入院時費用 病院等へ入院した場合（月６日を限度）

生産性向上推進体制
加算Ⅱ（月あたり）

①委員会の開催や必要な安全対策を講じる②見守り機器等のテク
ノロジーを１つ以上導入③ガイドラインに基づいた業務改善を敵的
に実施④１年に１回業務改善の取り組みの実績を示すデータの提
供を行う　の要件を満たす場合

科学的介護推進加算
（月あたり）

科学的介護情報システム「LIFE」を通して、利用者の心身状況等に
係る基本的情報を厚労省に提出し、その情報等をサービス提供に
あたり適切に活用している場合


